












   伊予市病児・病後児保育事業実施要綱  

平成２８年２月２９日  

伊予市告示第２３号  

（目的） 

第１条 この要綱は、病気又はけがを有する児童の保護者が勤務等により

当該児童を保育することが困難である場合において、その児童を施設で

一時的に保育する事業（以下「病児・病後時保育事業」という。）を実

施することにより、安心して子育てができる環境の整備を図り、もって

児童の福祉の向上に寄与することを目的とする。 

（実施主体等） 

第２条 病児・病後児保育事業の実施主体は、伊予市とする。 

２ 市は、緊急時に児童を受け入れてもらうための医療機関（以下「協力

医療機関」という。）をあらかじめ選定するとともに、連携して病児・

病後児保育事業を実施しなければならない。 

３ 協力医療機関は、やむを得ない理由があり、協力医療機関としての業

務に従事することができない場合において、あらかじめ市長の承認を得

たときは、協力医療機関に代わって緊急時に児童を受け入れてもらうた

めの医療機関（以下「連携医療機関」という。）に業務を委任すること

ができる。 

４ 市は、病児・病後児保育事業の実施に当たり、病気又はけがを有する

児童が安心して過ごせる環境を整えるため、次に掲げる職員を配置しな

ければならない。 

⑴ 看護師 １人以上 

⑵ 保育士 ２人以上 

５ 市は、必要に応じて、保育所等から協力医療機関若しくは連携医療機

関まで又は協力医療機関若しくは連携医療機関から実施機関までの間

について、対象児童の送迎をタクシーにより行うことができる。この場

合において、送迎用の自動車に看護師等又は保育士が同乗し、安全面に

十分配慮するものとする。 

（実施施設等） 



第３条 病児・病後児保育事業を実施する施設（以下「実施施設」という。）

の名称及び位置は、次のとおりとする。 

⑴ 名称 伊予市病児・病後児保育室 

⑵ 位置 伊予市米湊７６８番地２ 

２ 病児・病後児保育事業の利用定員は、１０人とする。 

（対象児童） 

第４条 病児・病後児保育事業の対象となる児童（以下「対象児童」とい

う。）は、市内に住所を有する又は市外に住所を有し市内の保育所、幼

稚園若しくは小学校に通っている生後６月から小学校６年生までの児

童であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

 ⑴ 当面症状の急変は認められないが、病気又はけがの回復期に至って

いないことから集団保育が困難であり、かつ、保護者が勤務等の都合

により家庭で保育を行うことが困難であること。 

 ⑵ 病気又はけがの回復期にあるが集団保育が困難であり、かつ、保護

者が勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難であること。 

 ⑶ その他市長が特に必要と認めるもの 

（対象疾患の範囲） 

第５条 病児・病後児保育事業の対象となる病気又はけがは、次に掲げる

疾患とする。 

 ⑴ 感冒、消化不良症その他乳幼児が日常り患する疾患 

 ⑵ 麻しん、水痘、風しん、インフルエンザその他の感染性疾患 

 ⑶ ぜん息その他の慢性疾患 

 ⑷ 骨折その他の外傷性疾患 

 ⑸ その他市長が特に必要と認める疾患 

（利用期間） 

第６条 病児・病後児保育事業を利用できる期間は、保護者が家庭で保育

を行うことが困難な期間の範囲内とする。ただし、連続する７日（病児・

病後児保育事業を実施しない日を含む。）を限度とする。 

 （実施日及び実施時間） 



第７条 病児・病後児保育事業の実施日は、月曜日から土曜日までとする。

ただし、次に掲げる日に該当する場合は、この限りでない。 

 ⑴ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する

休日 

 ⑵ １２月２９日から翌年の１月３日までの日 

２ 病児・病後児保育事業の実施時間は、月曜日から金曜日が午前７時３

０分から午後６時まで、土曜日が午前７時３０分から午後０時３０分ま

でとする。 

（利用の登録） 

第８条 病児・病後児保育事業の利用を希望する対象児童の保護者は、あ

らかじめ伊予市病児・病後児保育事業調査票（登録票）（様式第１号）

及び伊予市病児・病後児保育事業同意書（様式第２号）を市長に提出し、

その登録を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により利用の登録申請があったときは、速やかに

適否を審査し、伊予市病児・病後児保育事業登録決定通知書（様式第３

号）又は伊予市病児・病後児保育事業登録却下通知書（様式第４号）に

より病児・病後児保育事業の利用を希望する対象児童の保護者へ通知し

なければならない。 

（利用の手続） 

第９条 前条第２項の規定による登録決定通知を受けた者は、病児・病後

児保育事業を利用しようとするときは、伊予市病児・病後児保育事業利

用申請書（様式第５号）に伊予市病児・病後児保育事業医師連絡票（様

式第６号）及び伊予市病児・病後児保育事業病状連絡票兼与薬依頼書（様

式第７号）を添えて市長に提出しなければならない。 

（利用の登録等の特例） 

第１０条 病児・病後児保育事業の利用を希望する対象児童の保護者は、

前２条の規定にかかわらず、緊急その他やむを得ない理由により、利用

の登録又は利用の手続を行うことができない場合は、実施施設の承諾を

得て病児・病後児保育事業を利用することができる。ただし、当該利用

を希望する日において、利用定員を超えていない場合に限る。 



（利用の拒否及び中止） 

第１１条 市長は、次に掲げる場合は病児・病後児保育事業の利用を認めず、

又は利用の決定を取り消し、若しくは利用を中止させることができる。 

⑴ 児童の病気又はけがの症状が、急変のおそれのある場合 

⑵ 児童の病気又はけがが変化し、実施施設における対応が困難である

場合 

⑶ その他病児・病後児保育事業の利用が不適当と認める場合 

（費用の負担） 

第１２条 病児・病後児保育事業を利用する者（以下「利用者」という。）

は、病児・病後児保育事業の利用に要する費用として別表に定める利用

料（以下「利用料」という。）を実施施設に支払うものとする。 

２ 利用者は、前項に定める額のほか、病児・病後児保育事業の利用期間

中に要した飲食物等の実費相当額（第２条第５項に規定する送迎に要し

た費用は除く。）を実施施設に支払うものとする。 

３ 利用者は、協力医療機関又は連携医療機関において医療行為等に係る

経費が発生した場合には、当該経費を協力医療機関又は連携医療機関に

支払うものとする。 

（利用料の減免） 

第１３条 市長は、次に掲げる者に対しては、利用料の全部を免除する。 

⑴ 母子及び寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）第５条第１項に

規定する配偶者のない女子又はこれと同様の事情にあると市長が認

めた配偶者のいない男子に扶養されている児童がいる世帯 

⑵ 扶養義務者の申請に基づき、生活保護法による要保護世帯であると

市長が認めた世帯 

（その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （準備行為） 



２ 病児・病後児保育事業の実施のために必要な行為は、この告示の施行

の日前においても、行うことができる。 

   附 則（平成２８年９月１日告示第１２７号） 

この告示は、平成２８年９月１日から施行する。 

   附 則（平成２８年１２月２７日告示第１６８号） 

この告示は、平成２８年１２月２７日から施行する。 

 

別表（第１２条関係） 

利用料（対象児童１人につき） 

５時間を超える場合 ５時間以内 

１，５００円 ７５０円 
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隣保館（扶桑会館）の概要 
 

事務事業名：隣保館管理運営事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福 祉 課 

  



１．隣保館の概要 

 
 当隣保館は、森上山地区に設置され地域住民に対する生活上の各種相談事業、社会

福祉等に関する事業を総合的に行うとともに、地域交流事業等すべての事業を通じて

教養文化の向上と交流文化の推進に取り組み、人権・同和問題の早期解決を目指した

活動を行っている。 

 
 

① 施設の名称      伊予市扶桑会館 
② 所在地        伊予市森甲 852 番地 2 
③ 施設整備年月日    昭和 54 年 3 月 26 日 
④ 事業開始年月日    昭和 54 年 4 月 1 日 
⑤ 建設事業費      工事費  24,311,000 円 

               用地費   6,796,000 円 
               改修費  15,645,000 円（平成 16 年度実施） 
               計    46,752,000 円 

⑥ 規模構造       鉄筋コンクリート一部鉄骨造 1 階建（改修後） 
               敷地面積 603．42 ㎡ 
               建築面積 247．67 ㎡ 

⑦ 施設内容       集会室（和室 54 畳）・和室（12 畳）・相談室 
               図書コーナー・調理室・事務所・便所 

⑧ 職員体制       職員 2 名 

 

職  名  館  長  事務職員 

人  員   1 名   1 名 

専任兼任の別   専 任   専 任 

 
⑨ 運営審議会      地域住民の代表      3 名 

           学識経験者        3 名 

           教育関係者        1 名 

           社会福祉協議会の代表   1 名 

           市職員          2 名 

            計           10 名 

 
 
 



２．対象地域の状況 

 
 本庁地区市街地の西方約 3.5km に位置し、瀬戸内海に面した傾斜地に住居が密集

した地域であり、海、山、平坦部に囲まれ自然に恵まれた環境の地にある。経済状態

は、稲作、柑橘栽培を主とした農業経営や建設労働等の従事者が多く、生活水準にお

いては安定性にやや欠けている。生活環境については、地域改善対策事業の推進によ

り整備が進み、今後の課題は地域住民の生活の安定と教養文化、福祉の向上等に積極

的な対策が必要である。 

 
３．館の重点目標 

 
① 各種相談活動の充実 
② 地域住民の社会福祉の向上 
③ 啓発・広報活動の推進 
④ 教養文化の向上 

 
４．館活動及び利用状況 

 
 Ⅰ 定期講座 

① 健康体操教室   月 3 回   10 名  ①②④ 水曜日 
② 郷土芸能教室   月 2 回   10 名  ①②  月曜日 
③ 民踊教室     月 4 回    10 名  毎週木曜日 
④ 詩吟教室     月 4 回     6 名  毎週金曜日 
⑤ 料理教室     月 2 回   11 名  ②④  火曜日 
⑥ 英会話教室    月 6 回 初級 11 名  毎週金曜日・③④水曜日 

                    中級 19 名   
⑦ カラオケ教室    月 2 回   6～10 名  ①③日曜日 
⑧ 男性料理教室      年 4 回        6・9・12・2 月 

親子ふれあい教室 年 2 回        6・1 月 
⑨ 人権学習会    年 6 回        7・8・12・1・2・3 月 

 
 Ⅱ 相談事業 

① 総合相談  随時受付  ＜職員対応＞ 

 
 

 



扶桑会館の基本方針 

 
 扶桑会館は、地域社会全体の中で、福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる

開かれたコミュニティセンターとして、生活上の各種相談事業や人権課題解決のため

の各種事業を行い、人権・同和問題の速やかな解決に資することを基本方針とする。 

 
扶桑会館事業の取り組み 

 
令和２年度事業として、次の館活動を実施する。 

 
１．相談事業 
   地域住民より、地域課題や生活課題を積極的に受け入れ、各種機関との連携を

図りながら継続し、相談事業に対応する。 

      
 
２．啓発・広報活動事業 
 ①「扶桑会館だより」の発行 
    会館だよりは、定期刊行紙として毎月 1 回 2,100 部を発行しており、紙面は  
   A3 版(両面）、配布地域は北山崎校区全戸を対象とする。内容は、人権・同和問  

題の啓発活動の状況や、扶桑会館で実施する各種講座、行事の案内をはじめ、

地域の話題、新刊図書の紹介等を地域住民に周知する。 

 
② 学習会の開催 

    あらゆる差別の解決を阻害している偏見や認識不足を解消するため、人権・ 
   同和問題に精通した講師を招き、啓発のための学習会を開催する。 

 
③ 啓発用教材・図書の充実 

    刊行誌・図書等を随時整備し、啓発用教材として活用する。 

 
④ 来館者への広報 

    館内に人権・同和教育のためのポスターや写真、人権標語などを掲示し、来館

者に紹介する。 

 
３．地域交流・交流促進事業 
   開かれたコミュニティセンターとして、地域住民相互の交流を深めるため、定

期的に教養文化講座を開催する。 
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伊予市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱 

 

令和元年６月２５日 

伊予市告示第８８号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地域おこし協力隊推進要綱（平成２１年３月３１日付総行

応第３８号総務事務次官通知）及び伊予市地域おこし協力隊設置要綱（平成２

２年伊予市告示第８９号）に基づく伊予市地域おこし協力隊の隊員（以下「隊

員」という。）の定住を促進し、市の活性化を図るため、隊員の起業又は事業承

継に要する経費に対し、予算の範囲内において伊予市地域おこし協力隊起業支

援補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、必要な事項を定め

るものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「起業」とは、次の各号のいずれかに該当するものを

いう。 

⑴ 事業を営んでいないものが所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２２９

条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始するもの 

⑵ 事業を営んでいないものが新たに法人を設立し、事業を開始するもの 

⑶ 個人が現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たな事業を開

始するもの 

２ この要綱において「事業承継」とは、次の各号のいずれかに該当するものを

いう。 

⑴ 事業を営んでいないものが所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２２９

条に規定する開業の届出により、承継した事業を開始するもの 

⑵ 事業を営んでいないものが法人を承継し、承継した事業を開始するもの 

⑶ 個人が現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、承継した事業を

開始するもの 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象者は、隊員として１年以上の活動実績を有した者、過

去にこの補助金交付を受けていない者で、次の各号のいずれにも該当するもの

とする。 

⑴ 市内に住所を有する者 

⑵ 隊員の任期終了の日から起算して１年以内の者 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交

付の対象としない。 

⑴ 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者 

⑵ 伊予市暴力団排除条例（平成２３年条例第３０号）第２条第３号に規定す

る暴力団員等である者 

⑶ 市税を滞納している者 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者 

 （補助金の交付要件） 



第４条 補助金の交付の要件は、次に掲げるものとし、補助金の交付は隊員１人

について一の年度に限るものとする。 

⑴ 市内で起業又は事業承継を行うこと。 

⑵ 事業内容が、市の活性化に資するものであること。 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、起業又は

事業承継に要する経費で、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

⑴ 設備費、備品費及び土地・建物賃借料 

⑵ 法人登記に要する経費 

⑶ 知的財産登録に要する経費 

⑷ マーケティングに要する経費 

⑸ 技術指導受入れに要する経費 

⑹ その他市長が特に必要と認める経費 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費の１０分の１０以内とし、１００万円を限

度とする。ただし、補助金の額に１，０００円未満の端数がある場合は、その

額を切り捨てるものとする。 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、伊予市

地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類

を添えて市長に提出しなければならない。 

⑴ 事業計画書（様式第２号） 

⑵ 収支予算書（様式第３号） 

⑶ 見積書の写し又は金額を証明する書類 

⑷ 市税完納証明書 

⑸ その他市長が必要と認める書類 

（審査委員会の設置） 

第８条 市長は、補助金交付の適否について審査するため、伊予市地域おこし協

力隊起業支援補助金審査委員会（以下「審査委員会」という。）を設置する。 

２ 審査委員会は、別表第１に定める審査基準に基づき審査する。 

３ 審査委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

（補助金の交付決定） 

第９条 市長は、審査委員会における審査及び意見を踏まえ、補助金交付の可否

を決定し、伊予市地域おこし協力隊起業支援補助金交付（不交付）決定通知書

（様式第４号）により申請者に通知するものとする。 

（補助事業の変更等） 

第１０条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」

という。）は、当該決定を受けた事業（以下「補助事業」という。）が次の各号

のいずれかに該当するときは、あらかじめ伊予市地域おこし協力隊起業支援補

助金（変更・中止・廃止）承認申請書（様式第５号）を市長に提出しなければ

ならない。 

⑴ 補助対象経費の増額又は２０％を超える減額をしようとするとき。 



⑵ 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。 

⑶ 補助事業を中止し、又は廃止をしようとするとき。 

（補助金の変更決定） 

第１１条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当で

あると認めたときは、伊予市地域おこし協力隊起業支援補助金（変更・中止・

廃止）承認決定通知書（様式第６号）により補助事業者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第１２条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、伊予市地域おこし協力隊

起業支援補助金実績報告書（様式第７号）に次に掲げる資料を添付し、補助事

業の完了の日から起算して３０日を経過した日又は補助事業実施年度の３月３

１日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。 

⑴ 収支決算書（様式第８号） 

⑵ 当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類の写し 

⑶ 補助事業の実施状況等が分かる写真及び資料 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定及び交付） 

第１３条 市長は、第１２条の実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、

必要に応じて調査を行い、適正と認めたときは、速やかに補助金の額を確定し、

伊予市地域おこし協力隊起業支援補助金確定通知書（様式第９号）により補助

事業者に通知するものとする。 

２ 補助事業者は、前項の規定による補助金額の確定後に、伊予市地域おこし協

力隊起業支援補助金精算払請求書（様式第１０号）を市長に提出しなければな

らない。 

３ 市長は、前項の精算払請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとす

る。 

（概算払） 

第１４条 市長は、前条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたと

きは、補助金の全部又は一部を概算払することができる。 

２ 補助事業者は、補助金の概算払の交付を受けようとするときは、伊予市地域

おこし協力隊起業支援補助金概算払請求書（様式第１１号）を市長に提出しな

ければならない。 

３ 補助事業者は、補助金の概算払の額が、第１３条に規定する補助金の確定額

を超えている場合は、その差額を市に返還するものとする。 

（補助事業完了後の状況報告） 

第１５条 補助事業者は、事業の完了した年度の翌年度から起算して３年間、補

助事業の成果に係る毎年度の状況について、伊予市地域おこし協力隊起業支援

補助事業状況報告書（様式第１２号）により市長に報告しなければならない。 

（目的外使用の禁止） 

第１６条 補助事業者は、補助金を交付の目的以外に使用してはならない。 

（指導監査） 

第１７条 市長は、補助事業の実施に関して必要に応じて検査し、指示を行い、

又は報告を求めることができる。 



（財産の管理） 

第１８条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（以

下「取得財産等」という。）について、補助事業の完了後においても善良な管理

者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図ら

なければならない。 

２ 補助事業者は、取得財産等について、伊予市地域おこし協力隊起業支援補助

金取得財産管理台帳（様式第１３号）を備え、適切に管理しなければならない。 

（財産の処分の制限） 

第１９条 補助事業者は、取得財産等であって、次に掲げるものについては、市

長の承認を得ないで譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

ただし、補助事業者が補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合又は減

価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定め

られている耐用年数に相当する期間を経過した場合は、この限りでない。 

⑴ 不動産及びその従物 

⑵ 取得価格又は効用の増加価格の単価が５０万円を超える機械及び重要な器

具 

⑶ その他補助事業を達成するために市長が特に必要と認めるもの 

２ 補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限さ

れた取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ、伊予市地域おこし協

力隊起業支援補助金財産処分承認申請書（様式第１４号）を市長に提出し、そ

の承認を受けなければならない。 

３ 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当であると

認めたときは、伊予市地域おこし協力隊起業支援補助金財産処分承認決定通知

書（様式第１５号）により補助事業者に通知するものとする。 

４ 市長は、前項の決定をした場合において、補助事業者に交付した補助金の全

部又は一部に相当する金額を市に納付するよう命じることができる。 

（交付決定の取消及び補助金の返還） 

第２０条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、

補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付を受けたとき。 

⑵ この要綱及び補助金の交付要件に違反したとき。 

⑶ 補助金の交付決定を受けた日から３年以内に補助事業を中止したとき。 

⑷ 隊員退任後３年以内に、自己の都合により市外に転出したとき。 

２ 市長は、前項の規定により交付決定の取消しをしたときは、伊予市地域おこ

し協力隊起業支援補助金交付決定取消通知書（様式第１６号）により補助事業

者に通知するものとする。 

３ 市長は、第１項の規定により交付決定の取消しをした場合において、当該取

消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、補助事業者に対し

期限を定めてその交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。こ

の場合において、第１項第４号の規定により交付決定の取消しをしたときは、

退任後に本市に定住していた期間に応じ、別表第２に定める額を返還させるも

のとする。 



（補助金の返還免除） 

第２１条 市長は、前項の規定にかかわらず、補助事業者が次の各号のいずれか

に該当する場合は、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。 

⑴ 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があるとき。 

⑵ 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。 

（関係書類の整備等） 

第２２条 補助事業者は、補助事業の実施状況及び経費の収支に関する帳簿その

他関係書類を整備し、事業の完了した年度の翌年度から起算して５年間これを

保管しなければならない。 

（その他） 

第２３条 この要綱に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和元年７月１日から施行する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別表第１（第８条関係）地域おこし協力隊起業支援補助金審査委員会 審査基準 

１ 地域性 
起業又は事業承継の計画に、地域社会、経済、地域資源・

文化などとの関連やニーズがある。 

２ 波及効果 
起業又は事業承継の計画に、地域への波及効果（雇用、

物流、経済、交流人口、ブランド化など）が期待される。 

３ 優位性 
起業又は事業承継の計画に、地域で起業するメリットや

性能・品質のすばらしさがある。また、計画を実行する

技術やノウハウを有している。 

４ 市場性・将来性 
商品やサービス等の顧客や市場が明確である。また、そ

の特徴、動向、将来性を的確に捉えている。 

５ 実現可能性 

起業又は事業承継のコンセプト及びその具体化までの手

法やプロセスが明確であり、実現可能である。計画の実

現に向け、関連知識の習得などの具体的な準備を進めて

いる。 

６ 収益性 
具体的な取引の見込みがあり、事業パートナーが明確で

あるなど、事業全体の収益性の見通しに妥当性や信頼性

がある。 

７ 
経営者としての

資質 

地域おこし協力隊として十分な実績があり、起業又は事

業承継に対する熱意ややる気を持っており、経営能力も

期待できる。 

 
 
 
別表第２（第２０条関係） 

退任後に定住した期間 返還を求める額 

１年未満 交付決定額の１００分の１００ 

１年以上２年未満 交付決定額の１００分の７５ 

２年以上３年未満 交付決定額の１００分の５０ 

 
 






